
 

  

２４ 鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。） 
（１）定義 

トリに対して感染性を示すＡ型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９亜型を除

く。）のヒトへの感染症である。 

（２）臨床的特徴 

鳥インフルエンザウイルスに感染した家禽などからヒトへウイルスが感染することがごく

まれに起こる。Ｈ５、Ｈ７、Ｈ９亜型ウイルスのヒトへの感染が報告されており、１９９７年

の香港でのＡ／Ｈ５Ｎ１、２００３年オランダでのＡ／Ｈ７Ｎ７による事例では、ヒトからヒ

トへの感染伝播も起こったと報告されている。 

鳥インフルエンザウイルスのＨ５、Ｈ７亜型の感染例では、潜伏期間は通常のインフルエン

ザと同じく１～３日と考えられており、症状は突然の高熱、咳などの呼吸器症状の他、下痢、

重篤な肺炎、多臓器不全などの全身症状を引き起こす重症例もある。 

Ａ／Ｈ７Ｎ７亜型ウイルスの感染では結膜炎を起こした例が多い。 

香港などで数例報告されているＡ／Ｈ９Ｎ２亜型ウイルスによる感染では、発熱、咳等の通

常のインフルエンザ様症状を呈したと報告されている。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエン

ザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）が疑われ、かつ、次の表の左欄

に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）

を除く。）患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）の

無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わ

なければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフル

エンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）が疑われ、かつ、次の表の

左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ

９）を除く。）により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を

直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフルエン

ザにより（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）死亡したと疑われる場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い

液、咽頭拭い液、肺胞洗

浄液、剖検材料 
検体から直接のＰＣＲ法による病原体

の遺伝子の検出 

中和試験による抗体の検出 血清 



  

別記様式４－２４ 

 

鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１及びＨ７Ｎ９）を除く。）

発生届 

 

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項（同条第６項において準用する場合を含む。）

の規定により、以下のとおり届け出る。 

報告年月日 令和  年  月  日 

医師の氏名                            印  

（署名又は記名押印のこと） 

従事する病院・診療所の名称                        

上記病院・診療所の所在地(※)                       

電話番号(※)     （      ）      －          

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載） 

 

 

１ 診断（検案）した者（死体）の類型 

・患者（確定例） ・無症状病原体保有者 ・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑い者の死体 

２ 当該者氏名 ３性別 ４ 生年月日 ５診断時の年齢(0歳は月齢) ６ 当該者職業 

 男・女     年  月  日     歳（   か月）  

７ 当該者住所 

電話（   ）  －  

８ 当該者所在地 

電話（   ）  －   

９ 保護者氏名 １０ 保護者住所   （９、１０は患者が未成年の場合のみ記入） 

 電話（   ）  －   
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症 

 

状 

・発熱 ・咳 ・下痢 

・重篤な肺炎 ・多臓器不全 

・結膜炎 

・その他（              

     ） 

・なし 

１８ 感染原因・感染経路・感染地域 

①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ） 

 

１ 飛沫・飛沫核感染（感染源の種類・状況：       

    ） 

２ 経口感染（飲食物の種類・状況：               

                         ） 

３ 接触感染（接触した人・物の種類・状況：    

        ） 

４ 動物・蚊・昆虫等からの感染（動物・蚊・昆虫等の種類・

状況：                          ） 

５ その他（  

                  ） 

 

②感染地域（ 確定 ・ 推定 ） 

１ 日本国内（   都道府県    市区町村） 

２ 国外（        国 

詳細地域             ） 
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診

断

方

法 

・分離・同定による病原体の検出 

検体（                  ） 

Ｈ亜型：H5・H7・H9・その他（       ） 

Ｎ亜型：(          ) 

・検体から直接のＰＣＲ法による病原体遺伝子の検出 

  検体（                  ） 

Ｈ亜型：H5・H7・H9・その他（       ） 

Ｎ亜型：(          ) 

・中和試験による血清抗体の検出 

  Ｈ亜型：H5・H7・H9・その他（       ） 

・その他の方法（               ） 
  検体（                  ） 

  結果（                  ） 

 

１３ 初診年月日         令和  年  月  日 

１４ 診断（検案(※)）年月日   令和  年  月  日 

１５ 感染したと推定される年月日 令和  年  月  日 

１６ 発病年月日（＊）      令和  年  月  日 

１７ 死亡年月日（※）      令和  年  月  日 

 

１９ その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のため

に医師が必要と認める事項 

 

（1，3，11,12,18欄は該当する番号等を○で囲み、4, 5, 13から 17欄は年齢、年月日を記入すること。 

 (※)欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。(＊)欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。 

11, 12欄は、該当するものすべてを記載すること。） 

こ
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い 
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